
アリスケアサービス訪問介護重要事項説明書

　この訪問介護重要事項説明書は、ご利用者様が介護保険の訪問介護サービスを受けられるに際し、予めご利用者様やそのご家族に対し、当事業所の運営規定の概要や訪問介護事業者等の勤務体制、その他のご利用者様のサービスの選択に資すると認められる重要事項を提示するものです。ご利用者様にこの文書を交付し、ご説明申しあげることは、事業者の義務として法令上規定されております。
· ケアプラン作成（アセスメント）前では、実施サービスの詳細及び正確な利用料金の見積りは提示しかねますことを予めご了承ください。

１　当法人が提供するサービスについてのご質問・ご相談窓口

電話番号　　０５２－８０７－００７０
担当部署　　苦情処理担当　　　金井　優樹（かない　まさき）
※　ご不明な点はなんでもお尋ねください。

２　当法人の概要
（１）事業法人
	法人名
	株式会社アリスの森

	法人の所在地
	名古屋市天白区平針1-1901佐久間マンション205号

	代表者名
	代表取締役　西村　隆子

	代表番号
	電話　052-807-0070   ＦＡＸ　052-807-0098

	実施サービス
	訪問介護、訪問看護、障害福祉サービス、
住宅型有料老人ホーム、介護職員実務者研修事業所



（２）
	事業所名
	アリスケアサービス

	所在地
	天白区平針１丁目１９０１番地　佐久間マンション２０５号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	電話番号
	０５２－８０７－００７０

	介護保険指定事業者番号
	２３７１６０２４４８

	当法人のその他のサービス
	訪問看護サービス、障害者支援サービス

	サービスを提供する地域
	名古屋市全域、日進市、豊明市、東郷町、長久手市


· 上記地域以外にお住まいの方でも、ご希望の方はご相談ください。



（３）職員体制
	職種
	人数

	管理者
	　　　１名（常勤　　１名、非常勤　　　名）

	サービス提供責任者
	　　　５名（常勤　　１名、非常勤　　４名）

	事務職員
	　　　１名（常勤　　１名、非常勤　　　名）

	サービス
従事者
	介護福祉士
	　　　７名（常勤　　０名、非常勤　　７名）

	
	１～２級修了者
	　　４４名（常勤　　　名、非常勤　４４名）

	
	３級修了者
	　　　０名（常勤　　　名、非常勤　　　名）

	
	実務者研修修了者
	　　　８名（常勤　　１名、非常勤　　７名）

	兼務の有無など
	有



（４）営業日および営業時間
	営業日
	年中無休

	営業時間
	９:００～１８:００　（夜間対応）

	休業日
	無し

	緊急連絡先
	０５２－８０７－００７０（２４時間対応）



（５）
	職種
	業務内容

	管理者
	サービス提供責任者などの従業者の管理、また、指定訪問介護のご利用申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行います。当事業所の従業者に、厚生令で定められた指定訪問介護の人員基準および運営に関する基準を遵守させるために、必要な指揮命令を行います。

	サービス提供責任者
	サービス提供責任者は、ご利用者様の日常生活全般の状況およびご希望を踏まえて、指定訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容などを記載した訪問介護計画を作成し、ご利用者様にその内容を説明致します。また、指定訪問介護のご利用の申し込みに係る調整、サービス従事者に対する技術指導などサービスの内容の管理を行います。

	サービス従業者
	ご利用者様の居宅に訪問し、訪問介護サービスの実施を行います。









３　サービス内容
	身体介護
	食事介助
	下膳、食事量チェック、水分補給

	
	入浴介助
	入浴準備、手浴、足浴、洗顔、浴後清掃

	
	排泄介助
	ポータブル便器介助、おむつ交換、尿器・便器介助、ベッド上排泄、尿便後始末、陰部臀部清拭

	
	清潔の援助
	入浴の介助、清拭・洗面介助、洗髪、寝衣交換、シーツ交換、布団干し（家事援助）、うがい・歯磨き、爪切り、髭剃り、衣類・寝具の交換、義歯洗浄

	
	移動介助
	トイレ誘導、車椅子・歩行・座位移動介助、体位交換

	
	健康管理
	通院介助、薬の授受（家事援助）、服薬介助、床ずれ予防

	生活援助
	買い物
	献立作成

	
	調理
	温め、きざみ（身体介護）、盛り付け、配膳

	
	掃除
	住居の清掃、換気・室温調整、後片付け、食器洗い

	
	洗濯
	衣類管理

	その他
	話し相手
	

	
	相談
	

	
	安否確認
	

	
	
	



	４　利用料金（令和6年6月1日現在）
	
	

	（1）利用料金単価
	
	
	

	【基本料金】（午前8時～午後6時）
	
	

	身体介護
	20分未満
	20分以上
30分未満
	30分以上
1時間未満
	1時間以上
1時間30分未満

	
	１,801円
	2,696円
	4,276円
	6,265円


※　初回加算　　２，２１０円／月
※　介護職員等等処遇改善加算Ⅱ　所定単位数×22.4％　が加算されます。
※　特定事業所加算Ⅲ　所定単位数×10％　が加算されます。
　　（所定単位数は、基本料金に各種加算減算を加えた総単位数を指します。）
※　口腔連携強化加算　５５２円／月
※　基本料金に対して、早朝（午前６時～同８時）と夜間（午後６時～同１０時）は２５％増し、深夜（午後１０時～午前６時）は５０％増しになります。
※　ご利用者様負担金は、上記金額の１割～3割になります。
※　同一建物に居住する利用者へのサービスが１月あたり20人以上の場合は所定の単位数より10％減算になります。

（２）利用料
　　介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として基本料金の１割～3割（１０％～３０％）です。ただし、介護保険の給付の範囲を越えたサービス料金は、全額自己負担となります。（介護保険の給付額を越えたサービス料金には、原則として消費税が課税されます）
（３）交通費
　　当事業所の営業地域以外のご利用者様は、サービス従業者がお尋ねするための交通費の実費が必要となります。
（４）支払い方法
　　自己負担額は、次のいずれかの方法によりお支払い頂きますようお願いします。
　　①　翌月末日までに現金による支払い
　　②　指定口座への振り込みによる支払い
　　③翌月２６日までに引き落とし口座への入金
※上記の利用者負担金は、「法定代理受領（現物給付）」の場合について記載しています。居宅サービス計画を作成しない場合など、「償還払い」となる場合はいったんご利用者様が利用料金（原則１０割）を支払い、その後市町村に対して保険給付分（原則９割～７割）を請求することになります。

５　キャンセル
（１）ご利用者様がサービスの利用を中止する際には、すみやかに下記の連絡先までご連
絡ください。
　連絡先　　０５２－８０７－００７０　
（２）ご利用者様の都合によりサービスを中止する場合には、サービス利用日の前営業日
の１７時までにご連絡ください。それ以降はキャンセル料（原則利用料金の全額）を
いただくことになりますのでご了承ください。ただし、ご利用者様の体調の急変など、
緊急かつやむを得ない場合にはキャンセル料は不要です。

６　緊急時の対応方法
　　　サービス提供中にご利用者様の体調の急変などがあった場合は、事前の打ち合わせ
に従って主治医、救急隊、ご家族、居宅介護支援事業者などにご連絡いたします。




７　相談・要望・苦情などの窓口
　　　訪問介護サービスに関する相談、要望、苦情などはサービス提供責任者か下記窓口
までお申し出ください。
サービス相談窓口
電話　　０５２－８０７－００７０
担当　　金井　優樹（かない　まさき）
外部苦情相談窓口
愛知県国民健康保険団体連合会介護保険課苦情相談室
電話　　０５２－９７１－４１６５

（虐待防止に関する事項）
８　事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
（１）虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
（２）利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
（３）その他虐待防止のために必要な措置
　事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
（４）虐待防止・身体拘束の適正化のための定期的に委員会を開催しその結果について従事
者に周知徹底を図ります。
（５）虐待防止・身体拘束等の適正化のための指針の整備をしています。
（６）事業者はご利用者が成年後見人制度を利用できるよう支援を行います。
（７）事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行いません。
虐待相談窓口
電話　　０５２－８０７－００７０
担当　　金井　優樹（かない　まさき）

9　衛生管理について
（1） 介護士の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
（2） 事業者の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
（3） 事業者において感染症が発生し、又は、まん延しないように次に揚げる措置を講じます。
1 事業者における感染症の予防及びまん延の防止の為の対策を検討する委員会をおおむね半年に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。
2 事業者における感染症の予防及びまん延防止の為の指針を整備します

10　業務継続計画に向けた取り組みの強化について
（1） 感染症や災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続するために実施及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
（2） 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
（3） 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務計画の変更を行います。

11　ハラスメントについて
1. 事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な　範囲を超える下記の行為は組織として許容しません。
（1） 身体的な力を使って危害を及ぼす（及ぼされそうになった）行為
（2） 個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為
（3） 職員へハラスメントに対する基本的な考えについて研修などを実施します。
上記は、当該法人職員、取引先事業者の方、ご利用者及び家族等が対象となります。
2. ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し再発防止会議等により同時案件が発生しない為の再発防止対策を検討します。
3. 職員へハラスメントに対する基本的な考えについて研修などを実施します。また、定期的に話し合いの場を設け、現場におけるハラスメント発生状況の把握に努めます。
4. ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関へ連絡、相談、環境改善に対する　必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。


　
















訪問介護サービスの提供開始にあたり、ご利用者様に対して本書面に基づいて重要な事項を説明致しました。
令和　　年　　月　　日

事業者　　所在地　　名古屋市天白区平針１丁目１９０１番地
　　　　　　　　　　佐久間マンション２０５号
　　　　　名　称　　株式会社アリスの森　　　　　　　　㊞

説明者　　所　属　　アリスケアサービス

　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

私は本書面により、事業者から訪問介護サービスについての重要事項の説明を受けました。
令和　　年　　月　　日


ご利用者様　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　携帯番号　　　　　　　　　　　　　　　　　


（立会人・署名代行人）
　　　　　　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

（法定代理人）
住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　携帯番号　　　　　　　　　　　　　　　　　

2

